
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０歳～７４歳で 

笛吹市国民健康保険

に加入している 

２０歳～３９歳で 

職場で健診する機会

がない 

４０歳～７５歳で被用者保険（協

会けんぽ・組合健保など）の被扶

養者（家族） 

○４０歳～７５歳で笛吹市

国民健康保険以外の医療

保険に加入している 

○２０歳～３９歳で職場（事

業主）健診対象者 

 特 定 健 診  

１．集団健診 

２．個別医療機関健診 

３．国保人間ドック 

 健 康 診 査  

１．集団健診 

２．個別医療機関健診 

 

 健 康 診 査  

１．個別医療機関健診 

 

 特 定 健 診  

原則として、加入している医療保険者の

行う健診を受診します。 

※市の集団健診で受けることも可能で

すが、その場合は、医療保険者の発行す

る特定健診受診券が必要となります。 

詳細は加入している保険証発行機関へ

あらかじめお尋ねください。 

加入している医療保険者

（お勤め先）の行う健診

を受診してください。 

市が行う特定健診は受け

ることができません。 

市が行う１．集団健診該当 

山梨県後期高齢者

医療保険に加入し

ている 

以下の項目に該当する人は特定健診の対象になりません。（４０歳～７４歳） 

①妊娠中の人。または、出産後 1年未満の産婦  ②刑務所等に拘禁されている人  ③病院または診療所に６ヶ月以上入院している人 

④障害者支援施設に入所している人  ⑤特別養護老人ホームなどの介護保険施設や有料老人ホーム等に入所している人 

あなたはどの区分に該当しますか？ 保険証を確認してみましょう。 

２０歳未満 

市が行う特定健

診は受けること

ができません。 


